
◎特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に

関する特別措置法の一部を改正する法律 
（平成三一年三月三〇日法律第一〇号）   

一、 提案理由（平成三一年三月七日・衆議院安全保障委員会） 

○岩屋国務大臣 ただいま議題となりました特定防衛調達に係る国庫債務負担行為によ

り支出すべき年限に関する特別措置法の一部を改正する法律案について、その提案理由

及び内容の概要を御説明いたします。 

 厳しい財政状況のもとで防衛力の計画的な整備を行うため、平成二十七年四月に制定

された特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法

により、財政法の特別の措置として、特定防衛調達に係る国庫債務負担行為については、

支出すべき年限を十カ年度以内とすることとしております。 

 この法律は、特定防衛調達に要する経費の縮減及び当該調達の安定的な実施に寄与す

るものでありますが、本年三月三十一日限りでその効力を失うこととなっており、今後

も効率的かつ着実に防衛力の整備を実施していく必要があることから、法律の有効期限

を延長する等の改正を行うものであります。 

 以上が、この法律案の提案理由であります。 

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。 

 第一に、法律の有効期限を五年延長し、平成三十六年三月三十一日までとすることと

しております。 

 第二に、特定防衛調達についての国の債務負担等に係る経過措置について、所要の規

定を整備することとしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。 

二、衆議院安全保障委員長報告（平成三一年三月一二日） 

○岸信夫君 ただいま議題となりました法律案につきまして、安全保障委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、現下の厳しい財政状況のもとで防衛力の計画的な整備を引き続き実施してい

く必要性に鑑み、特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する

特別措置法の有効期限を五年間延長するものであります。 

 本案は、去る七日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託

されました。 

 本委員会におきましては、同日岩屋防衛大臣から提案理由の説明を聴取した後、八日

から質疑に入り、同日に質疑を終局し、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院外交防衛委員長報告（平成三一年三月二七日） 



○渡邉美樹君 ただいま議題となりました法律案につきまして、外交防衛委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限の上限を十

か年度とする特別措置法が本年三月三十一日に有効期限を迎えることから、防衛力の計

画的な整備を引き続き実施していくため、法律の有効期限を五年間延長すること等を定

めるものであります。 

 委員会におきましては、現行法制定の経緯と長期契約の実績及び効果、長期契約によ

る縮減効果の計算方法、特定防衛調達に係る国庫債務負担行為と国会の予算審議権との

関係、ＦＭＳ調達による装備品を長期契約の対象とする際の要件、ＦＭＳを含む海外調

達において為替変動リスクに対処する必要性、長期契約による財政硬直化が法律の有効

期限延長で強まる懸念等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知

願います。 

 質疑を終局した後、国民民主党・新緑風会の大野理事より、特定防衛調達に係る国庫

債務負担行為により支出すべき年限の上限を七か年度に改めることを内容とする修正案

が提出されました。 

 次いで、討論に入りましたところ、立憲民主党・民友会・希望の会の小西委員より原

案に反対、日本共産党の井上委員より原案及び修正案に反対、沖縄の風の伊波委員より

原案に反対する旨の意見がそれぞれ述べられました。 

 討論を終局し、順次採決の結果、修正案は否決され、本法律案は多数をもって原案ど

おり可決すべきものと決定いたしました。 

 なお、本法律案に対しまして四項目から成る附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（平成三一年三月二七日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 

一、本特別措置法によらない国庫債務負担行為での調達契約と比較し、本特別措置法の

適用による長期契約により縮減される経費の推定額を含めた適正な調達価格算定能力

の向上は、本特別措置法の適切な運用に当たり不可欠なものであることに鑑み、信頼

性及び客観性を持った金額を主体的に算定できるよう、体制や制度の構築に向けた取

組を行うこと。 

二、本特別措置法第三条に基づき、契約の概要と本特別措置法によらない国庫債務負担

行為で契約する場合と比較した経費の縮減見込みを明らかにするとともに、長期契約

に基づく支払の終了時には、それまでの支払実績の詳細（支払総額、長期契約によっ

て縮減された最終的な金額、未精算の金額が発生した場合はその金額及び理由等）を

遅滞なく公表することについて検討を進めること。 

三、米国との間のＦＭＳ契約については、契約及び条件の見直し、納期等を米国政府の

判断により変更可能な契約であることに鑑み、安定的な調達に資することが確認され



ない限り、本特別措置法の適用を厳に慎むこと。 

四、ＦＭＳ契約については、前払が前提のところ、契約履行後の精算手続が迅速に行わ

れるよう米国に働きかけるとともに、縮減額等の支払実績の詳細を遅滞なく公表する

こと。なお、同契約に基づき国内企業に初度費等を支払う場合には、これを支払実績

に含めること。 

  右決議する。 

 


